
監査結果に関する措置状況報告書

報　告　番　号：報告監４の第７号

監 査 の 対 象：令和３年度監査委員監査　指定管理者制度に関する事務

所　管　所　属：建設局

通知を受けた日：令和４年９月26日

指摘№ 指摘等の概要 措置内容又は措置方針等 措置分類
措置日

（予定日）

１

年度評価の公表について是正を求めたもの
【東淀川区役所、経済戦略局、福祉局、こども青少年局、環境局、
建設局、大阪港湾局及び教育委員会事務局に対して】

令和２年度の施設所管所属の年度評価公表状況を確認したところ、
施設所管所属34所属中５所属で所管する全ての施設、３所属で所管
する一部の施設について、公表期限である令和３年８月中に公表さ
れていなかった。

［指摘事項１］
施設所管所属は、公表を含めた年度評価の重要性を再認識し、マ
ニュアルに定められた期限までに公表するための体制を早期に構築
し、それにより実施されたい。

当局では、ＰＤＣＡサイクルのもと絶えず指定管理施設の管理運営
の品質を向上させていくため、早期に当該年度にかかる事業の検証
を行い、余裕をもって次年度の事業計画が策定できるよう、令和３
年度分より全体スケジュールの早期化に努め、そのスケジュールに
基づいた進捗管理を行っている。
こうした取組のもと、令和３年度分の年度評価については、マニュ
アルに定められた期限までの公表を実施した。

措置済 令和４年８月29日

３

事業報告書提出延期の承認について是正を求めたもの
【東住吉区役所及び建設局に対して】

指定管理者の令和２年度分の事業報告書提出状況を確認したとこ
ろ、事業報告書の提出時期が期限を徒過したにもかかわらず、市長
の承認を得ていなかった。

［指摘事項３］
東住吉区役所及び建設局は、提出の延期が必要な場合は施設の設置
条例施行規則に従って市長の承認を得ることを含め、事業報告書の
提出に係る事務の進捗管理を行うための体制を早期に構築し、それ
により実施されたい。

・これまで指定管理者へは、年度終了後に事業報告書の提出を依頼
していたが、令和３年度分については、当該年度中（３月中）に事
業報告書の期限内提出を発文により依頼。
・令和４年度に入ってからも、指定管理者への進捗確認を継続的に
行い、結果、条例施行規則に定められた提出期限（５月末）までの
提出を受けた。（最終受領日：令和４年５月31日）

措置済 令和４年５月31日
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